
＜令和５年度手引の変更点＞ 

 

１ 特定建設業の許可を要する下請代金額の下限の見直し 

   建設業法施行令の一部改正による変更（令和５年１月１日施行） …P６ 

 

 

【改正前】 元        請 

※ 工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額の制限（消費税込） 

 特定建設業 一般建設業 

 ①4,000万円以上 

（建築一式工事は 6,000万円以上） 

（複数の下請業者に出す場合は、その合計額） 

①4,000万円未満 

（建築一式工事は 6,000万円未満） 

②工事の全てを自分（自社）で施工 

 

 

 

 

【改正後】 元        請 

※ 工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額の制限（消費税込） 

 特定建設業 一般建設業 

 
①4,500万円以上 

（建築一式工事は 7,000万円以上） 

（複数の下請業者に出す場合は、その合計額） 

①4,500万円未満 

（建築一式工事は 7,000万円未満） 

②工事の全てを自分（自社）で施工 

 

 



２ 原本提示の削除 

   窓口受付の際に行っていた原本提示を不要とし、写しの提出のみに変更 …P55～56、58～59、64 

 

   【原本提示が不要となるもの】 

    ・ 常勤役員等（経管）、直接補佐者、専任技術者及び令３条の使用人についての常勤性の確認資料 

    ・ 常勤役員等（経管）及び専任技術者の経営経験、技術者要件を証明する書類 

 

 

 

 

３ 廃業届の確認資料の変更 

   「（５）許可を受けた建設業を廃止したとき」の法人の確認資料の印鑑証明書を提出に変更 …P96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

代表印の印鑑証明書（提出） 

After 

代表印の印鑑証明書（提示） 

Before 



４ 技術者資格の追加 

   建設業法施行規則の一部改正による、営業所専任技術者の

要件の緩和に伴う、資格区分及びコード番号の追加 

   （令和５年７月１日施行） 

 

 

   【資格区分及びコード番号】 

    ・ 一級土木施工管理技士補 ················· １Ｈ 

    ・ 二級土木施工管理技士補（土木） ········· １Ｊ 

    ・ 二級土木施工管理技士補（鋼構造物塗装） · １Ｋ 

    ・ 二級土木施工管理技士補（薬剤注入） ····· １Ｌ 

    ・ 二級建設施工管理技士補 ················· ２Ｄ 

    ・ 一級電気工事施工管理技士補 ············· ２Ｅ 

    ・ 二級電気工事施工管理技士補 ············· ２Ｆ 

    ・ 一級管工事施工管理技士補 ··············· ２Ｇ 

    ・ 二級管工事施工管理技士補 ··············· ３Ａ 

    ・ 一級造園施工管理技士補 ················· ３Ｄ 

    ・ 二級造園施工管理技士補 ················· ３Ｅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資
格
区
分
及
び
コ
ー

ド
番
号

　
仕
上
げ

　
躯
体

　
建
築

　
薬
液
注
入

　
鋼
構
造
物
塗
装

　
土
木

　
薬
液
注
入

　
鋼
構
造
物
塗
装

　
土
木

54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 39 38 37 3E 34 3D 33 32 31 3A 30 2G 29 2F 28 2E 27 2D 23 22 21 2C 20 1L 1K 1J 16 15 14 1H 13 12 11

土 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 土

建 ○ ◎ ○ ◎ 建

大 ○ ○ ◎ △ ○ ○ △ △ ◎ 大

左 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 左

と ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ◎ △ △ △ ○ △ ○ △ ◎ ○ ◎ と

石 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ◎ △ △ △ △ △ ○ △ ◎ 石

屋 ○ ◎ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 屋

電 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 電

管 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 管

タ ○ ◎ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ タ

鋼 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 鋼

筋 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 筋

舗 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 舗

しゅ ◎ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ ◎ しゅ

板 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ◎ 板

ガ △ ○ △ △ △ ◎ ガ

塗 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ◎ △ △ △ △ ○ △ △ ◎ 塗

防 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 防

内 ○ ◎ △ ○ △ △ △ ◎ 内

機 ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 機

絶 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 絶

通 ◎ ○ ◎ 通

園 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 園

井 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 井

具 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ◎ 具

水 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ ◎ 水

消 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 消

清 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 清

解 ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ ◎ △ △ △ △ △ ○ △ ◎ 解

資
格
区
分
及
び
コ
ー

ド
番
号

技
術
士
法

　
「

技
術
士
試
験
」

建
築
士
法

　
「

建
築
士
試
験
」

建
設
業
法

 
「

技
術
検
定
」

登
録
証

免
許
証
又

は
免
許
証

明
書

合
格

　
証
明
書

二
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士
補

部門、「選択科目」(選択科目がある場合は､登録証の他に､選
択科目が記載されている｢合格証明書｣を添付すること。)

木
造
建
築
士

二
級
建
築
士

一
級
建
築
士

二
級
造
園
施
工
管
理
技
士
補

水
産
「

水
産
土
木
」

　
総
合
技
術
監
理
（

水
産
「

水
産
土
木
」
）

上
下
水
道
「

上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
」

総
合
技
術
監
理
（

上
下
水
道
「

上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
」
）

上
下
水
道
　
総
合
技
術
監
理
（

上
下
水
道
）

機

械

「
流

体

機

器

(

注

)

」
又
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「
熱

・

動

力

エ

ネ

ル
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ー

機

器

（
注

）

」

総

合

技

術

監

理

(

機

械
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流

体

機

器

（
注

）

」
又

は

「
熱

・

動

力

エ

ネ

ル

ギ
ー

機

器

（
注

）

」

)

二
級
造
園
施
工
管
理
技
士

一
級
造
園
施
工
管
理
技
士
補

一
級
造
園
施
工
管
理
技
士

二
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士

一
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士

建
設
業
の
種
類

二
級
土
木
施
工
管
理
技
士

一
級
土
木
施
工
管
理
技
士
補

一
級
土
木
施
工
管
理
技
士

二
級
建
設
機
械
施
工
管
理
技
士
（

第
一
種
～

第
六
種
）

衛
生
工
学
「

廃
棄
物
・
資
源
循
環
（

注
）
」

又
は
「

汚
物
処
理
」

総
合
技
術
監
理
（

衛
生
工
学
「

廃
棄
物
・
資
源
循
環
（

注
）
」
）

衛
生
工
学
「

水
質
管
理
」

総
合
技
術
監
理
（

衛
生
工
学
「

水
質
管
理
」
）

衛
生
工
学
　
総
合
技
術
監
理
（

衛
生
工
学
）

森
林
「

森
林
土
木
」

　
総
合
技
術
監
理
（

森
林
「

森
林
土
木
」
）

森
林
「

林
業
・
林
産
（

注
）
」

総
合
技
術
監
理
（

森
林
「

林
業
・
林
産
（

注
）
」
）

一
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技
士

二
級
建
築
施
工
管
理
技
士
補

二
級
建
築
施
工
管
理
技
士

一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
補

一
級
建
築
施
工
管
理
技
士

二
級
土
木
施
工
管
理
技
士
補

種　別

建
設
業
の
種
類

機
械
　
総
合
技
術
監
理
（

機
械
）

電
気
電
子
　
総
合
技
術
監
理
（

電
気
電
子
）

農
業
「

農
業
農
村
工
学
（

注
）
」

総
合
技
術
監
理
（

農
業
「

農
業
農
村
工
学
（

注
）
」
）

建
設
「

鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
」

総
合
技
術
監
理
「

建
設
―

鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
」

建
設
（
「

鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
」

を
除
く
）

総
合
技
術
監
理
「

建
設
」
（

鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
除
く
）

一
級
建
設
機
械
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工
管
理
技
士

種　別 種　別

二
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

一
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士
補

一
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

二
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技
士
補

二
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技
士

一
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技
士
補

昭和57年総理府令第37号による改正前

の技術士法施行規則による選択科目

このほか、旧規則（改正

前の技術士法施行規則）

による部門「選択科目」



５ 登録基幹技能者の追加 

   建設業法第 26 条第１項に定める主任技術者の

要件を満たすと認められる登録基幹技能者につい

て、以下の２つが追加（令和４年 12月 16日施行） 

 

 

   ・ 登録送電線工事基幹技能者 

   ・ 登録さく井基幹技能者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

登
録
さ
く
井
基
幹
技
能
者
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録
送
電
線
工
事
基
幹
技
能
者

登
録
圧
入
工
基
幹
技
能
者

登
録
解
体
基
幹
技
能
者

登
録
土
工
基
幹
技
能
者

登
録
Ａ
Ｌ
Ｃ
基
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技
能
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登
録
圧
入
工
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技
能
者

登
録
解
体
基
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技
能
者

登
録
土
工
基
幹
技
能
者

登
録
Ａ
Ｌ
Ｃ
基
幹
技
能
者

登
録
硝
子
工
事
基
幹
技
能
者

登
録
建
築
大
工
基
幹
技
能
者

登
録
消
火
設
備
基
幹
技
能
者

登
録
標
識
・
路
面
標
示
基
幹
技
能
者

登
録
タ
イ
ル
張
り
基
幹
技
能
者

登
録
基
礎
工
基
幹
技
能
者

登
録
運
動
施
設
基
幹
技
能
者

登
録
冷
凍
空
調
基
幹
技
能
者

登
録
グ
ラ
ウ
ト
基
幹
技
能
者

登
録
保
温
保
冷
基
幹
技
能
者

登
録
ダ
ク
ト
基
幹
技
能
者

登
録
外
壁
仕
上
基
幹
技
能
者

登
録
建
築
板
金
基
幹
技
能
者

登
録
エ
ク
ス
テ
リ
ア
基
幹
技
能
者

登
録
サ

ッ
シ
・
カ
ー

テ
ン
ウ

ォ
ー

ル
基
幹
技
能
者

登
録
内
装
仕
上
工
事
基
幹
技
能
者

登
録
切
断
穿
孔
基
幹
技
能
者

登
録
鳶
・
土
工
基
幹
技
能
者

登
録
配
管
基
幹
技
能
者

登
録
型
枠
基
幹
技
能
者

登
録
圧
接
基
幹
技
能
者

登
録
鉄
筋
基
幹
技
能
者

登
録
Ｐ
Ｃ
基
幹
技
能
者

登
録
海
上
起
重
基
幹
技
能
者

登
録
機
械
土
工
基
幹
技
能
者

登
録
左
官
基
幹
技
能
者

登
録
建
設
塗
装
基
幹
技
能
者

登
録
ト
ン
ネ
ル
基
幹
技
能
者

登
録
防
水
基
幹
技
能
者

登
録
コ
ン
ク
リ
ー

ト
圧
送
基
幹
技
能
者

登
録
造
園
基
幹
技
能
者

登
録
橋
梁
基
幹
技
能
者

登
録
電
気
工
事
基
幹
技
能
者

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○ ○ ○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○ ○

建
設
業
の
種
類

資
格
区
分
及
び
コ
ー

ド
番
号

資
格
区
分
及
び
コ
ー

ド
番
号

建
設
業
の
種
類

登録基幹技能者の有資格コードは、全業種共通で「36」になります。基幹技能者講習と主任技術者として認められる建設業の種類については、
以下のとおりです。また、取得できる許可は一般建設業（法第７条２号ハ）のみとなります

基幹技能者

大 大

左 左

と と

石 石

屋 屋

電 電

管 管

タ タ

鋼 鋼

筋 筋

舗 舗

しゅ しゅ

板 板

ガ ガ

塗 塗

防 防

内 内

絶 絶

通 通

園 園

具 具

井 井

消 消

解 解

※平成30年4月1日前に交付された講習修了証（旧様式）でも、主任技術者の要件を満たしていることを確認できる講習

　上の表で◇印のある講習については、従前の講習修了証を有している者は、当該講習修了証に記載された実務経験を有する建設業の種類について10年以上の実務
経験を確実に有していることから、従前の講習修了証であっても主任技術者の要件を満たしていると確認できる。なお、登録機械土工基幹技能者講習、登録PC基幹
技能者講習及び登録運動施設基幹技能者講習においては、「土木工事業」についても実務経験を有する建設業の種類として定められているが、土木工事業について
は、主任技術者の要件として認められていないことに留意する必要がある。



６ 建設業許可に係る電子申請の開始について 

   「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を用いた電子申請の受付開始の案内を追加 …P97 

 

 

７ その他 

   ・ 都民広場地下の弘済会アシストの店舗の閉鎖による申請書類等の入手先案内の変更 …P12 

   ・ 所在地に登記上に記載されていないビル名・部屋番号を記入する場合の確認として、確認できる名刺等を提示すること

を追記 …P24 

   ・ 決算報告の変更届時の健康保険等の加入状況の従業員数について、届出時点から事業年度末日の状況に変更 …P84 

   ・ 文言や本文体裁の調整、修正等 

 

 

 

 

 


